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議案第１１号

取手市地域医療審議会条例の一部を改正する条例について

取手市地域医療審議会条例（昭和５１年条例第９号）の一部を別紙のとおり改正す

る。

令和５年２月２８日提出

取手市長 藤 井 信 吾

提案理由

地域医療審議会の所掌事項である予防接種業務に伴う事故発生に対する調査及び

補償に関すること等は，医学的な専門性が高く，かつ，迅速に調査等を行う必要性が

あることを踏まえ，審議会内に少人数の部会を設置し，円滑な調査の実施を図るため，

本条例の一部を改正するものです。
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取手市地域医療審議会条例の一部を改正する条例

取手市地域医療審議会条例（昭和５１年条例第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。

改正後 改正前

(委員会) (委員会)

第 7条 (略) 第 7条 (略)

2 (略) 2 (略)

3 委員会に委員長及び副委員長を置き，当

該委員会に属する委員の互選によりこれ

を定める。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き，委

員の互選とする。

4 委員長は，委員会の会務を総理し，委員

会の会議の議長となる。

5 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に

事故があるとき，又は委員長が欠けたとき

は，その職務を代理する。

6 委員会の会議は，委員長が招集する。

7 前条第 2 項及び第 3項の規定は，委員会

の会議について準用する。この場合におい

て，同条第 2項及び第 3項中「審議会」と

あるのは，「委員会」と読み替えるものと

する。

(部会) (委員会の会議)

第 8 条 審議会に，その所掌事項(第 2条第

3 号及び第 4 号に規定する事項に限る。)

を分掌させるため，その指名する委員 7人

以内をもって構成する部会を置くことが

できる。

第 8条 委員会は，委員長が招集する。

2 部会に部会長を置き，当該部会に属する

委員の互選によりこれを定める。

2 委員会の運営に関しては，第 6条第 2項

及び第 3項を準用する。

3 部会長は，部会の会務を総理し，部会の

会議の議長となる。

4 部会長に事故があるとき，又は部会長が

欠けたときは，当該部会に属する委員のう

ちから部会長があらかじめ指名する者が，

その職務を代理する。
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付 則

この条例は，令和５年４月１日から施行する。

5 審議会は，その定めるところにより，部

会の議決をもって審議会の議決とするこ

とができる。

6 部会の会議は，部会長が招集する。

7 第 6条第 2項及び第 3項の規定は，部会

の会議について準用する。この場合におい

て，同条第 2項及び第 3項中「審議会」と

あるのは，「部会」と読み替えるものとす

る。


